
応
す
る
た
め
の

予
算
を
計
上
し

て
い
ま
す
。

▼
議
案
第
14
号

　
令
和
７
年
度

幌
延
町
国
民
健

康
保
険
診
療
所

特
別
会
計
補
正

予
算（
第
１
号
）

　
補
正
の
主
な

内
容
に
つ
い
て

は
、
入
院
患
者

へ
の
食
事
提
供

を
安
定
的
に
行

う
こ
と
を
目
的

に
、
厨
房
業
務

を
外
部
委
託
す

る
た
め
、
歳
出

予
算
を
調
整
す

る
も
の
で
す
。

行 

政 

報 

告

　

天
塩
の
國
会
議
を
構
成
す
る

西
天
北
五
町
と
株
式
会
社
タ
イ

ミ
ー
と
の
広
域
連
携
協
定
の
締

結
に
つ
い
て

教
育
行
政
報
告

　

学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
の

概
要
に
つ
い
て

一 

般 

質 

問

齋
賀
　
弘
孝
　
議
員

・
学
校
整
備
に
つ
い
て

・
マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
に
つ
い

て

　
稻
垣　
綋
順
（
字
下
沼
）

〇
人
権
擁
護
委
員
（
諮
問
第

２
号
）

　
高
木　
由
香
（
字
問
寒
別
）

▼
議
案
第
１
号

　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の

総
合
整
備
計
画
の
策
定
に
つ
い

て
　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の

総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の

特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
第

３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

議
会
の
議
決
を
経
て
策
定
す
る

も
の
で
す
。

▼
議
案
第
２
号

　

幌
延
町
地
区
体
育
館
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　

幌
延
町
地
区
体
育
館
２
施
設

の
う
ち
、
昭
和
43
年
建
設
の
上

問
寒
地
区
体
育
館
を
、
地
域
の

要
望
及
び
施
設
の
老
朽
化
に
伴

い
解
体
を
進
め
る
こ
と
に
伴
う

改
正
で
す
。

▼
議
案
第
３
号

　

幌
延
町
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
及
び
職

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育

児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働

者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
が
改

正
さ
れ
、
令
和
７
年
４
月
１
日

か
ら
段
階
的
に
施
行
さ
れ
て
き

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
令
和
７
年

10
月
１
日
施
行
分
の
改
正
案
が

示
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
妊
娠
・

出
産
の
申
し
出
時
に
お
け
る
、

仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
関
す

る
制
度
の
周
知
や
意
向
確
認
な

ど
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
、

所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
生

じ
た
こ
と
に
伴
う
関
係
２
条
例

の
改
正
で
す
。

▼
議
案
第
４
号

　

幌
延
町
長
等
の
損
害
賠
償
責

任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　

地
方
自
治
法
及
び
地
方
自
治

法
施
行
令
が
令
和
６
年
４
月
か

ら
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

本
条
例
の
引
用
条
項
に
ズ
レ
が

生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
整
合

性
を
確
保
す
る
た
め
の
改
正
で

す
。

▼
議
案
第
５
号

　

幌
延
町
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
児
童
福
祉
法
に
規
定
す
る
「
児

童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
及
び
家
庭
的
保

育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
」
に

伴
い
、
関
連
す
る
町
条
例
の
改

正
で
す
。

▼
議
案
第
６
号

　

幌
延
町
特
別
職
報
酬
等
審
議

会
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

町
長
な
ど
の
特
別
職
の
給
料

や
議
会
議
員
の
報
酬
等
の
決
定

に
お
い
て
、
町
民
の
意
見
を
反

映
さ
せ
、
公
平
で
公
正
な
報
酬

決
定
を
確
保
す
る
必
要
性
か
ら
、

地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

政
治
的
立
場
や
個
人
的
利
害
関

係
に
と
ら
わ
れ
ず
、
客
観
的
な

視
点
か
ら
報
酬
や
給
料
の
適
正

さ
を
判
断
す
る
た
め
の
審
議
会

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

す
。

▼
議
案
第
７
号

　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

 （
問
寒
別
地
区
給
配
水
管
改
修
工

事
）

　

令
和
７
年
度
施
行 

問
寒
別
地

区
給
配
水
管
改
修
工
事
に
つ
い

て
、
７
，
７
６
８
万
２
千
円
で

土
屋
建
設
株
式
会
社
と
工
事
請

負
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
第
８
号

　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

 （
教
職
員
住
宅
建
設
工
事
（
建
築

主
体
工
事
））

　
令
和
７
年
度
施
行
（
繰
越
） 

教

職
員
住
宅
建
設
工
事
（
建
築
主

体
工
事
）
に
つ
い
て
、
２
億
８
，

９
３
０
万
円
で
株
式
会
社
佐
々

木
組
と
工
事
請
負
契
約
を
締
結

す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
第
９
号

　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

 （
問
寒
別
浄
水
場
建
設
工
事
）

　

令
和
７
年
度
施
行 
問
寒
別
浄

水
場
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
６
，

３
０
３
万
円
で
新
谷
建
設
株
式

会
社
と
工
事
請
負
契
約
を
締
結

す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
第
10
号

　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

　

 （
問
寒
別
浄
水
場
膜
ろ
過
施
設

機
械
・
電
気
設
備
工
事
）

　

令
和
７
年
度
施
行 

問
寒
別
浄

水
場
膜
ろ
過
施
設
機
械
・
電
気

設
備
工
事
に
つ
い
て
、
１
億
５
，

４
９
９
万
円
で
株
式
会
社
水
機

テ
ク
ノ
ス
札
幌
支
店
と
工
事
請

負
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
第
11
号

　
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　
（
問
寒
別
地
区
ス
ク
ー
ル
バ
ス

購
入
）

　

問
寒
別
地
区
ス
ク
ー
ル
バ
ス

（
29
人
乗
り
）
１
台
を
１
，
２
２

２
万
２
千
９
百
円
で
稚
内
三
菱

自
動
車
販
売
株
式
会
社
か
ら
購

入
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
第
12
号

　
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　
（
小
中
学
校
学
習
用
端
末
機
器

購
入
）

　

小
中
学
校
学
習
用
端
末
機
器

２
０
２
台
を
１
，
０
７
７
万
６

千
７
百
円
で
東
日
本
電
信
電
話

株
式
会
社
か
ら
購
入
す
る
も
の

で
す
。

▼
議
案
第
13
号

　

令
和
７
年
度
幌
延
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

補
正
の
主
な
内
容
に
つ
い
て

は
、
産
業
・
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
の
補
修
、
地
域
運
営
組
織
の

支
援
、
道
路
改
良
及
び
補
修
、

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
採
用

に
伴
う
経
費
、
防
災
備
蓄
庫
の

新
設
、
総
合
ス
ポ
ー
ツ
公
園
の

補
修
、
上
問
寒
地
区
体
育
館
の

解
体
な
ど
、
緊
急
な
課
題
に
対

議案第13 ～第14号� （単位：千円）
会　　計　　名 補正前 補正額 補正後

一 般 会 計 6,691,000 89,548 6,780,548
国民健康保険診療所特別会計 386,527 432 386,959

7　… 7　… 7月号   20252025｜ほろのべの窓｜｜ほろのべの窓｜


